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堤防・樋門の新耐震設計法について

(3) 樋門の耐震性能照査の流れ

　図－1に北海道の樋門において適用される耐震性能照査の

フロー図を示す（当社作成）。

図－1　樋門の耐震性能照査フロー図（北海道運用案）

表－3　設計条件

(2) 基礎地盤の液状化判定
　As1層においてレベル２地震動（L2-1:プレート境界型, L2-2:

内陸直下型）による液状化抵抗率FLを求めたところ、FL＜1.0とな

り液状化する結果となった。

(3) 堤防の静的FEM解析
　堤防の液状化による変形量を静的変形解析法（静的FEM法）を

用いて解析した。解析結果はL2-1、L2-2地震動ともに変形後の

堤防高が津波高を上回ったため、「耐震性能２」を満たした。

図－2　液状化判定の例

図－3　堤防の静的変形解析（FEM法）

3．樋門のレベル２耐震設計の実際例
(1) 要素整理

　耐震設計条件は以下のように整理する。

　従来、河川構造物ではレベル１地震動に相当する震度を用いて耐震設計が行われてきたが、度重なる深刻な地震災害へ

の対策が重要視され、平成19年3月に河川構造物のレベル２地震動に対する照査指針として「河川構造物の耐震性能照査

指針(案)」１）が策定された。

　本稿は、耐震性能照査のポイントを示すとともに、レベル２地震動に対する静的FEM及び縦方向解析による函体の耐震設

計、津波対策としての樋門自動化の実際例を示すものである。
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1．はじめに
　河川構造物の耐震設計は、「建設省河川砂防技術基準(案)」に

基づき、レベル１地震動に相当する震度を用いてきたが、「平成７

年兵庫県南部地震」を契機として、耐震点検や対策が全国的に進

められ、中央防災会議（内閣府）から、東海、東南海・南海地震等の

ひっ迫性や被害想定が公表された。

　さらに各地で深刻な地震災害が頻発（宮城県北部地震、十勝沖

地震、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など）し、耐震設計の高

度化（レベル２地震動対応）が土木技術界の必須課題となった。

　このような背景から生まれた「河川構造物の耐震性能照査指

針」は国の事業から運用が始まっているが、平成25年度からは北

海道でも運用が開始される。

　また、北海道の地域性から樋門操作人の労力が増大しており、

津波遡上や、突発的な出水時の操作遅れが危惧されている。この

課題に対して北海道では「自動開閉樋門」の標準化を図っており、

レベル２耐震設計と同時に樋門自動化の検討を推進している。

2．河川構造物のレベル２耐震設計のポイント
(1)設計地震動と耐震性能
　表－1に示すように、レベル２地震動を対象とした耐震性能照査

では、構造物に一定の損傷を許容するため、損傷を許容しない従

来のレベル１地震動の照査に比べ、より高度な技術や判断が求め

られる。

(2)耐震性能の定義
　耐震性能とは、地震の影響を受けた後の河川構造物の状態を

定義したものである。表－2に示すが、「耐震性能１」とは地震後に

おいて構造物に全く損傷や変位を生じない性能のことであり、一

方「耐震性能３」とは一時的に機能不全に陥ったとしても、損傷を

修復可能なレベルに留める性能を表している。

　例えば、樋門は一時的なゲートの開閉不能が許される（耐震性

能１～３）場合があるが、堤防は如何なる場合においても外水の氾

濫は許されない（耐震性能１～２）。
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表－1　従来の耐震設計と、新しい耐震設計の違い

表－2　代表的な構造物ごとの耐震性能の定義



02 03

堤防・樋門の新耐震設計法について

(3) 樋門の耐震性能照査の流れ

　図－1に北海道の樋門において適用される耐震性能照査の

フロー図を示す（当社作成）。

図－1　樋門の耐震性能照査フロー図（北海道運用案）

表－3　設計条件

(2) 基礎地盤の液状化判定
　As1層においてレベル２地震動（L2-1:プレート境界型, L2-2:

内陸直下型）による液状化抵抗率FLを求めたところ、FL＜1.0とな

り液状化する結果となった。

(3) 堤防の静的FEM解析
　堤防の液状化による変形量を静的変形解析法（静的FEM法）を

用いて解析した。解析結果はL2-1、L2-2地震動ともに変形後の

堤防高が津波高を上回ったため、「耐震性能２」を満たした。

図－2　液状化判定の例

図－3　堤防の静的変形解析（FEM法）

3．樋門のレベル２耐震設計の実際例
(1) 要素整理

　耐震設計条件は以下のように整理する。

　従来、河川構造物ではレベル１地震動に相当する震度を用いて耐震設計が行われてきたが、度重なる深刻な地震災害へ

の対策が重要視され、平成19年3月に河川構造物のレベル２地震動に対する照査指針として「河川構造物の耐震性能照査

指針(案)」１）が策定された。

　本稿は、耐震性能照査のポイントを示すとともに、レベル２地震動に対する静的FEM及び縦方向解析による函体の耐震設

計、津波対策としての樋門自動化の実際例を示すものである。

堤防・樋門の
新耐震設計法について

技術部　　水工課

北村　明　 住出　徹
（技術士：建設部門）

レベル２地震動、液状化、保有水平耐力法、自動開閉樋門レベル２地震動、液状化、保有水平耐力法、自動開閉樋門

概要

キーワードキーワード

1．はじめに
　河川構造物の耐震設計は、「建設省河川砂防技術基準(案)」に

基づき、レベル１地震動に相当する震度を用いてきたが、「平成７

年兵庫県南部地震」を契機として、耐震点検や対策が全国的に進

められ、中央防災会議（内閣府）から、東海、東南海・南海地震等の

ひっ迫性や被害想定が公表された。

　さらに各地で深刻な地震災害が頻発（宮城県北部地震、十勝沖

地震、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など）し、耐震設計の高

度化（レベル２地震動対応）が土木技術界の必須課題となった。

　このような背景から生まれた「河川構造物の耐震性能照査指

針」は国の事業から運用が始まっているが、平成25年度からは北

海道でも運用が開始される。

　また、北海道の地域性から樋門操作人の労力が増大しており、

津波遡上や、突発的な出水時の操作遅れが危惧されている。この

課題に対して北海道では「自動開閉樋門」の標準化を図っており、

レベル２耐震設計と同時に樋門自動化の検討を推進している。

2．河川構造物のレベル２耐震設計のポイント
(1)設計地震動と耐震性能
　表－1に示すように、レベル２地震動を対象とした耐震性能照査

では、構造物に一定の損傷を許容するため、損傷を許容しない従

来のレベル１地震動の照査に比べ、より高度な技術や判断が求め

られる。

(2)耐震性能の定義
　耐震性能とは、地震の影響を受けた後の河川構造物の状態を

定義したものである。表－2に示すが、「耐震性能１」とは地震後に

おいて構造物に全く損傷や変位を生じない性能のことであり、一

方「耐震性能３」とは一時的に機能不全に陥ったとしても、損傷を

修復可能なレベルに留める性能を表している。

　例えば、樋門は一時的なゲートの開閉不能が許される（耐震性

能１～３）場合があるが、堤防は如何なる場合においても外水の氾

濫は許されない（耐震性能１～２）。

REPORT

表－1　従来の耐震設計と、新しい耐震設計の違い

表－2　代表的な構造物ごとの耐震性能の定義



04 05

堤防・樋門の新耐震設計法について

　実際の計算としては、構造物の固有周期に基づく等価慣性力が

地震時保有水平耐力を上回らないことを照査する。

　水位の変動（内外水位差）に応じて自動的にゲートが開閉するた

め、地震後の津波遡上や、突発的な出水にも即時に対応できる。ま

た、操作員の労力が軽減され、操作遅れ等の危険性が減少する。

　このようなメリットから、まもなく北海道の樋門設計においても

自動開閉樋門の検討が必須となる。

　図－7に自動開閉樋門の設計例を示す。

図－6　門柱の解析モデル及び解析結果

　解析結果はL2-1、L2-2地震動ともに慣性力が保有水平耐力

を上回り「耐震性能３」を満たさない結果となった（図-6）。

　門柱の耐震補強のためには、じん性（ねばさ）や、せん断耐力

の増強が必要であり、コンクリートの巻き立てや、せん断補強鉄

筋（アンカー）の挿入等を先ず検討すべきである。

　しかしながら、今回は「門柱レス化」を選択した事例を紹介す

る。門柱レス化は、門柱を撤去することによる耐震性の向上に加

えて、ゲートのフラップ化による「樋門の自動化」を実現させるも

のである。

(7) 自動開閉樋門の設計
　自動開閉樋門（ゲート）とは、ゲートの開閉操作を無動力で自

動的に行うようにした樋門である。

4．おわりに
　耐震設計と樋門自動化を２本柱とした、堤防・樋門の新しい設

計方法は、平成２５年８月より北海道の新設計要領として運用が

開始される。本稿では、新要領の運用に先駆けて、当社で実施し

てきた「新しい設計方法」のポイントや実例を紹介した。

　当社は新設計要領の改訂作業にも関与しており、樋門・堤防

のレベル２対応に関してはいち早く専門ワーキングを立ち上げ、

設計システムの開発を進めている。

　これらの先行展開については別添のフライヤーにまとめて配

布しており、社内外に向けた積極的な情報発信に努めていると

ころである。

図－7　自動開閉樋門の一般図及び設計仕様

参考文献　
１）河川構造物の耐震性能照査指針Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    国土交通省 河川局 治水課　平成24年

(4) 函体の耐震性能照査
　函渠については耐震性能３とし、函渠縦断方向の変形を静的に

算定し函体に生じる曲げモーメント及びせん断力が、それぞれ、

終局曲げモーメント及びせん断耐力以下であることを照査した

（図－4）。

(6) 門柱の耐震性能照査
　門柱の耐震性能照査は、図－6に示す横方向と縦方向の解析モ

デルを作成し、地震時保有水平耐力法で行った。

　地震時保有水平耐力法とは、「構造物に適当なねばり（塑性域）

を与え、エネルギー吸収性能を高めることにより損傷を限定され

た範囲にとどめ、構造系全体の崩壊を防止する。」考え方である。

　解析結果はL2-1、L2-2地震動ともに曲げモーメントは許容値

内であったが、作用せん断力がせん断耐力を上回り「耐震性能３」

を満たさない結果となった。

(5) 函体の耐震補強
　函渠のせん断耐力を増強し耐震性能３を満足させるために、函

体のせん断補強設計を行った。函体のせん断補強は、

　　方法①：函体側壁の外側を増厚する

　　方法②：函体側壁の内側を増厚する

の二つに大別できるが、今回は堤防を極力開削しないことが条件

となったため、方法②を選択した。

　方法②を採用するに当たり、流下断面の阻害が問題となった。こ

れを解決するために図－5に示す「ポリマーセメントモルタル増厚

＋補強鉄筋工法」を用いた。これにより薄層（3cm未満）の増厚で

必要せん断力を補強することが可能となった。

図－4　函体の解析モデル及び解析結果

図－5　ポリマーセメントモルタル増厚＋補強鉄筋工法

※塑性率の定義
　右図のδは変位を示すが、降伏点
　から崩壊点までが長い程、ねばりが
　ある（塑性率が大きい）部材となる。
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